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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  貼り合わせ対象となるワークに対して、電磁波の照射により硬化する接着剤を供給する
接着剤供給装置において、
  ワークに対して線状に接着剤を供給する供給部と、
  前記供給部による接着剤の供給とともに、接着剤における前記ワークとの界面に対して
、界面における接着剤の少なくとも一部が硬化するのに必要なエネルギーを有する電磁波
を、界面に集中して照射する照射部と、を有し、
　前記照射部は、前記接着剤における前記ワークとの界面に対して、前記電磁波を集中さ
せる集中部材を有することを特徴とする接着剤供給装置。
【請求項２】
  前記ワークは、前記電磁波を透過する材質であり、
  前記照射部は、前記ワークにおける接着剤が供給される面と反対側の面から、前記接着
剤に電磁波を照射する位置に配置されていることを特徴とする請求項１記載の接着剤供給
装置。
【請求項３】
  前記照射部は、前記ワークにおける接着剤が供給される面と同じ面側から、前記接着剤
に電磁波を照射する位置に配置されていることを特徴とする請求項１記載の接着剤供給装
置。
【請求項４】
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  貼り合わせ対象となるワークに対して、電磁波の照射により硬化する接着剤を供給する
接着剤供給方法において、
  ワークに対して線状に接着剤を供給し、
  接着剤の供給とともに、接着剤におけるワークとの界面に対して、界面における接着剤
の少なくとも一部が硬化するのに必要なエネルギーを有する電磁波を集中部材によって集
中して照射することを特徴とする接着剤供給方法。
【請求項５】
  前記ワークは、前記電磁波を透過する材質であり、
  前記ワークにおける接着剤が供給される面と反対側の面から、前記接着剤に電磁波を照
射することを特徴とする請求項４記載の接着剤供給方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえば、一対のワークを貼り合わせるために、ワークに接着剤を供給する
技術に改良を施した接着剤供給装置及び接着剤供給方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、液晶ディスプレイは、液晶モジュール、操作用のタッチパネル、表面を保護
する保護パネル（カバーパネル）等を積層することにより構成されている。これらの液晶
モジュール、タッチパネル、保護パネル等（以下、ワークと呼ぶ）は、液晶ディスプレイ
の筐体に組み込まれる。
【０００３】
　このようなワーク同士を貼り合わせるためには、接着シートを用いる方法と樹脂の接着
剤を用いる方法がある。接着シートは、接着剤に比べて比較的高価であり、剥離紙の剥離
等の工程が必要となる。このため、近年のコスト削減の要求などから、接着剤を用いた貼
り合わせが主流となってきている。
【０００４】
　また、積層される各ワークの間に空気の層が入ると、外光反射により、液晶の表示面の
視認性が低下する。これに対処するため、各ワークを貼り合せる際に、接着剤によって各
ワークの間（ギャップ）を埋めることにより、接着層を形成することが行われている。
【０００５】
　かかる接着層は、各ワークの間のスペーサとして、ワークを保護する機能を有する。ま
た、液晶ディスプレイの大型化などから、ワークも大面積となり、変形が生じやすい。こ
のため、変形を吸収してワークを保護するために、接着層に要求される厚みが増える傾向
にある。たとえば、数１００μｍ厚が要求されるようになってきている。
【０００６】
　かかる厚みを確保すると、必要な接着剤の量が増える。すると、ワークに供給された接
着剤が流動して、ワークからはみ出しやすくなる。そこで、流動の少ない高粘度の樹脂（
レジン）を用いる方法が考えられる。しかし、かかる場合にも、接着剤の塗布位置等、プ
ロセス条件調整を厳密に行わないと、貼り合わせ時に、接着剤が所定の領域からはみ出し
てしまう場合がある。
【０００７】
　これに対処するため、あらかじめ、塗布領域を規定する外周に、高粘度の樹脂、仮硬化
樹脂等によってシール（以下、土手部とする）を形成するシール方式がある（特許文献１
参照）。これは、まず、ワークに、樹脂による接着剤を枠状に塗布して仮硬化させること
により、土手部を形成する。その後、土手部の内側に樹脂による接着剤を充填して、ワー
クを貼り合わせる。このシール方式では、外周に土手部があるので、この土手部によって
、貼り合わせ時の接着剤の流動によるはみ出しを防止できる。
【０００８】
　また、液晶モジュールは、基板（これもワークに含まれる）間に液晶（機能材料）を充
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填した機能パネルとして構成されている。機能材料を充填して基板同士を貼り合わせる場
合、接着剤としては、一般的に、紫外線硬化型の樹脂が用いられる。このとき、樹脂は、
接着剤としての役割の他に、基板間に機能材料を充填する空間を形成するためのスペーサ
、機能材料をシールするためのシール材としての役割も果たす。
【０００９】
　さらに、上記の液晶モジュールと保護パネル等のワークを積層する場合においても、光
学的乱反射をなくすために、ワーク間を、ワークに屈折率が近い物質（これも、機能材料
として捉えることができる）で充填する場合もある。この場合、充填物質は、ワークを接
着する機能も担っている。
【００１０】
　このような機能材料のシール材としての役割を果たすために、接着剤によって、基板の
片面の縁に充填領域を形成する技術が、特許文献２に記載されている。これは、接着剤を
仮硬化させることにより、充填される液晶とのコンタミネーションを防止する技術である
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１０－６６７１１号公報
【特許文献２】特開２００３－５１９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　ところで、現在では、小型の携帯電話から大型のテレビまで、表示画面については、大
型のものが求められている。しかし、表示装置が組み込まれた装置全体としては、持ち運
びの容易さや設置スペースの制約等の観点から、大型化を抑える必要がある。
【００１３】
　たとえば、液晶ディスプレイにおいては、液晶の充填領域は、表示画面の大きさに直接
つながる部分であるため、広い面積を確保することが望まれる。一方、充填領域を画する
ために、接着剤が塗布される部分は、直接表示画面を構成するわけではない。同様に、表
面の保護パネルの化粧枠も、その領域が狭められる傾向にある。このため、上述の接着、
スペーサ及びシール材としての要求を満たすのであれば、塗布部分の幅は、可能な限り細
く（たとえば、１ｍｍ以下）することが望ましい。
【００１４】
　しかし、一般的に、塗布幅を細くするためには、塗布量を少なくしなければならず、充
填空間として十分な高さを確保し難い。塗布量を多くすれば、塗布厚を高くすることはで
きるが、塗布線幅も広くなってしまうからである。これは、塗布後のレベリング（平滑化
、平坦化）により、塗布線幅が拡大するため、塗布量が多くなれば、それだけレベリング
が大きくなることによる。このため、充填空間の高さを確保するためには、塗布幅がある
程度広くなることは許容せざるを得ない状況であった。
【００１５】
　特許文献１のように、紫外線硬化型の接着剤の塗布によって土手部を形成し、その後、
紫外線照射により硬化させたとしても、レベリングは、接着剤がワークに接した瞬間から
起こる。このため、塗布量が多いと、レベリングの影響を皆無にすることはできず、細線
化には限定された効果しか望めない。
【００１６】
　本発明は、上記のような従来技術の問題点を解決するために提案されたものであり、そ
の目的は、シール若しくは接着剤の流動防止のための線幅を細く維持しつつ、均一で高い
充填空間を確保できる接着剤供給装置及び接着剤供給方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
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  上記の目的を達成するため、本発明は、貼り合わせ対象となるワークに対して、電磁波
の照射により硬化する接着剤を供給する接着剤供給装置において、ワークに対して線状に
接着剤を供給する供給部と、前記供給部による接着剤の供給とともに、接着剤における前
記ワークとの界面に対して、界面における接着剤の少なくとも一部が硬化するのに必要な
エネルギーを有する電磁波を界面に集中して照射する照射部と、を有し、前記照射部は、
前記接着剤における前記ワークとの界面に対して、前記電磁波を集中させる集中部材を有
することを特徴とする。
 
【００１８】
　以上のような発明では、接着剤とワークとの界面に電磁波が照射されるので、当該界面
から硬化が進行する。特に、界面は外気に曝されていないので、酸素阻害等の硬化阻害要
因が排除され、硬化が進行しやすい。すると、単純に接着剤の表面から電磁波を照射した
場合に比べて、ワークと接着剤との接着が強固となり、レベリングが抑制される。このた
め、接着剤の量を多くして、高い充填空間を確保しつつ、細い線幅を維持できる。一方、
接着剤の表面側は、仮硬化状態となるので、粘着性が維持され、接着力を確保できる。
【００１９】
　他の態様は、前記ワークは、前記電磁波を透過する材質であり、前記照射部は、前記ワ
ークにおける接着剤が供給される面と反対側の面から、前記接着剤に電磁波を照射する位
置に配置されていることを特徴とする。
　以上のような態様では、ワークの接着剤の供給面とは反対側の面から電磁波を照射する
ことにより、界面の硬化を容易に実現できる。
【００２０】
　他の態様は、前記照射部は、前記ワークにおける接着剤が供給される面と同じ面側から
、前記接着剤に電磁波を照射する位置に配置されていることを特徴とする。
　以上のような態様では、ワークが電磁波を透過しない材質であっても、界面の硬化を実
現できる。
【００２１】
  以上のような態様では、ワークの接着剤の供給面側から電磁波を照射することができる
ので、装置の簡略化が可能となる。
 
【００２６】
　なお、上記の各態様は、接着剤供給方法の発明としても捉えることができる。
【発明の効果】
【００２７】
　以上、説明したように、本発明によれば、シール若しくは接着剤の流動防止のための線
幅を細く維持しつつ、均一で高い充填空間を確保できる接着剤供給装置及び接着剤供給方
法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態における接着剤の供給部と紫外線の照射部のワーク端間の移
動開始（Ａ）、移動終了（Ｂ）を示す説明図である。
【図２】図１の実施形態における貼合部の真空引き時（Ａ）、貼り合わせ時（Ｂ）を示す
説明図である。
【図３】図１の実施形態において、接着剤の塗布幅よりも、紫外線の照射幅が狭い場合を
示す説明図である。
【図４】未硬化接着剤のレベリング進行状態（Ａ）と、硬化によるレベリング抑制状態（
Ｂ）を示す説明図である。
【図５】図１の実施形態において、接着剤の塗布幅よりも、紫外線の照射幅が広い場合を
示す説明図である。
【図６】紫外線の集光角を小さくした態様の一例を示す説明図である。
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【図７】線状のスペーサ材の供給部を有する態様の一例を示す説明図である。
【図８】スペーサ材の押さえ部を有する態様の一例を示す説明図である。
【図９】スペーサ材を切断する装置を有する態様の一例を示す説明図である。
【図１０】接着剤にスペーサ材を混入させた態様の一例を示す説明図である。
【図１１】接着剤が供給される面側から紫外線を照射する態様の一例を示す説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明の実施の形態（以下、実施形態と呼ぶ）について、図面を参照して具体的に説明
する。
［Ａ．構成］
　まず、本実施形態の接着剤供給装置（以下、本装置と呼ぶ）の構成を説明する。本装置
は、図１及び図２に示すように、接着剤供給部１、貼合部２等を有している。貼り合わせ
の対象となるワークＳ１は、これらの接着剤供給部１及び貼合部２との間を、搬送部３に
よって移動可能に設けられている。なお、ワークＳ１は、電磁波を透過する材質によって
形成されている。
【００３０】
　接着剤供給部１は、供給部１０、照射部１１等を有している。供給部１０は、たとえば
、図示しないタンクに収容された接着剤Ｒを、配管を介してワークＳ１に滴下塗布するデ
ィスペンサを備えている。本実施形態で用いる接着剤Ｒとしては、たとえば、紫外線（Ｕ
Ｖ）硬化樹脂を用いることが考えられる。
【００３１】
　供給部１０は、たとえば、絞り機構、可動のシャッター、ノズル交換等により、接着剤
Ｒの吐出の口径が調整可能に設けられている。このため、接着剤Ｒの塗布幅は、吐出の口
径、供給圧力、供給量等によって、所望の幅に調整可能に構成されている。また、供給部
１０は、たとえば、走査装置１０ａ等の駆動機構によって走査されることにより、ワーク
Ｓ１の縁に沿って枠状に移動可能に構成されている。
【００３２】
　照射部１１は、たとえば、図示しない光源からのＵＶ光を、光ファイバを介して接着剤
Ｒに照射する照射装置を備えている。なお、照射部１１自体を光源としてもよい。この照
射部１１は、ワークＳ１を挟んで、供給部１０に対向する位置に設けられている。ただし
、以下に述べる照射が可能であれば、その位置、角度は問わない。
【００３３】
　照射部１１は、たとえば、走査装置１１ａ等の駆動機構によって走査されることにより
、ワークＳ１の縁に沿って枠状に移動可能に構成されている。かかる構成により、照射部
１１は、供給部１０による接着剤Ｒの供給とともに（供給と同時に若しくは供給に追従さ
せて）、接着剤ＲにおけるワークＳ１との界面にＵＶ光を照射可能に設けられている。
【００３４】
　この照射部１１は、硬化後の接着剤Ｒが所望の幅に維持されるように、照射幅が調整可
能に設けられている。この場合、照射光をスポット若しくは細線状とする光学部材を備え
もよい。この光学部材としては、たとえば、集光レンズ、スリット、シャッタ、導光板等
が適用可能である（集中部材）。これにより、適当な強度分布と集光・広がりのプロファ
イルを持つＵＶ光を、所望の出力で照射できる。照射エネルギーの強度としては、最低限
、界面における接着剤Ｒの少なくとも一部が硬化する程度であればよい。
【００３５】
　図４における１１ｂは、照射部１１に設けられた集光レンズの一例である。光学部材と
して、集光レンズ１１ｂのような集光部材を用いた場合には、集光されたＵＶ照射光は、
接着剤ＲにおけるワークＳ１との界面にのみ集中して、ワークＳ１から離れるに従って広
がるように設定されている。これは、界面以外の場所（たとえば、ディスペンサのノズル
等）に当たって、接着剤Ｒが硬化することを防止するためである。
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【００３６】
　照射強度は、光源の強度調整による他、かかる光学部材によっても調整可能である。な
お、照射部１１による照射口径、照射幅、照射強度等は、照射部１１の昇降によっても調
整可能である。
【００３７】
　なお、たとえば、照射部１１自体の移動は限定的にして、照射角度を変更させる駆動機
構若しくは光学部材を設けることも可能である。この場合、照射部１１からの照射強度及
び照射幅等を調整しながら、照射方向を変えることにより、接着剤Ｒの界面に追従させる
ことができる。
【００３８】
　また、図５に示すように、供給部１０の周囲若しくは近傍には、カバー部材１０ｂを設
けることも可能である。このカバー部材１０ｂは、たとえば、照射部１１からのＵＶ光の
散乱光が漏れて、周囲（たとえば、タンク、配管内の接着剤等、作業者）に影響を与える
ことを防止するものである。このため、カバー部材１０ｂは、光の反射を抑える材質とす
るか、光の反射を抑える表面処理をしておくことが望ましい。
【００３９】
　貼合部２は、図２に示すように、ワークＳ１に対して、ワークＳ２を貼り合わせる貼合
装置２０を有している。貼合装置２０は、たとえば、真空チャンバ２１、押圧装置２２等
を有している。
【００４０】
　真空チャンバ２１は、貼り合わされるワークＳ１、Ｓ２の周囲を覆い、搬送部３との間
を密閉することにより、真空室を構成するチャンバである。真空チャンバ２１には、真空
源（減圧装置）である減圧ポンプ（図示せず）が、配管を介して接続されている。また、
真空チャンバ２１は、図示しない昇降機構によって、昇降可能に設けられている。
【００４１】
　押圧装置２２は、ワークＳ２を押圧することにより、ワークＳ１に対してワークＳ２を
貼り付ける装置である。この押圧装置２２は、たとえば、ワークＳ２を保持する保持部、
保持部を昇降させる昇降機構などにより構成されている。
【００４２】
　搬送部３は、ワークＳ１を、接着剤供給部１から貼合部２へと搬送する搬送装置３０を
有している。搬送装置３０としては、たとえば、ターンテーブル、コンベア等及びその駆
動機構が考えられる。ただし、上記各部の間でワークを搬送可能な装置であれば、どのよ
うな装置であってもよい。なお、搬送装置３０におけるワークＳ１が載置される載置部３
１は、光を透過する材質（たとえば、ガラス、石英、樹脂）によって形成されている。
【００４３】
　なお、本実施形態は、貼り合わせ前に、接着剤Ｒによるシール部内に、充填材料（液晶
等）を充填するために、充填材料を供給する供給装置を備えているものとする。かかる供
給装置は、周知の技術であるため、説明を省略する。
【００４４】
［Ｂ．作用］
　以上のような構成を有する本実施形態の作用を、図１～６を参照して説明する。
【００４５】
　まず、図１に示すように、搬送装置３０は、前工程から載置部３１に載置されたワーク
Ｓ１を、接着剤供給部１に搬送する。接着剤供給部１においては、図１（Ａ）（Ｂ）に示
すように、供給部１０が、ワークＳ１に対して接着剤Ｒを供給する。
【００４６】
　たとえば、ディスペンサのノズルからワークＳ１に接着剤Ｒを滴下する。このディスペ
ンサを、走査装置１０ａによって走査することによって、ワークＳ１の縁の枠状に、接着
剤Ｒを滴下塗布していく。たとえば、塗布幅は、僅かなレベリングを考慮して、所望の幅
と同等かやや細い程度とすることが考えられる。



(7) JP 5798750 B2 2015.10.21

10

20

30

40

50

【００４７】
　これと同時に、照射部１１によって、ＵＶ光を接着剤ＲにおけるワークＳ１の界面に照
射する。走査装置１１ａは、照射部１１を走査することによって、ワークＳ１への接着剤
Ｒの塗布に照射を追従させる。
【００４８】
　照射幅（スポット径、スリット幅等）は、たとえば、塗布幅と同じにする。ただし、図
３に示すように、照射幅を塗布幅よりも小さくするか、図５に示すように、照射幅を塗布
幅よりも大きくするかは、自由である。図６に示すように、照射角を狭く、細くすること
も可能である。
【００４９】
　ここで、接着剤ＲにおけるワークＳ１との界面は、外気から遮断されているため、酸素
阻害もなく、ＵＶ光が集中するため、比較的硬化が進行しやすい。よって、かかる部分が
硬化部Ｈとなる。
【００５０】
　たとえば、図４（Ａ）に示すように、ＵＶ照射がない場合、接着剤Ｒの粘度は低く、時
間の経過に従ってレベリングが進行する。そして、貼り合わせ時には、潰れる量、広がる
面積が大きくなってしまう。一方、本実施形態のように、界面へのＵＶ照射を行った場合
、図４（Ｂ）に示すように、硬化部Ｈが形成され、レベリングは進行しない。
【００５１】
　さらに、接着剤Ｒの表面は、大気に接していて酸素阻害があり、ＵＶ光は拡散している
ため、硬化の進行が遅く、仮硬化状態となる。これにより、クッション性、粘着性を維持
しつつ、塗布高さが維持される。また、仮硬化状態となるので、レベリングも抑制される
。
【００５２】
　次に、図示しない充填装置（充填材供給部）によって、接着剤Ｒによるシールの内部に
、液晶等の機能材料を供給する。その後、搬送装置３０は、接着剤Ｒ及び機能材料が供給
されたワークＳ１を、貼合部２に搬送する。貼合部２においては、図２（Ａ）に示すよう
に、押圧装置２２にワークＳ２を保持した真空チャンバ２１が下降して、ワークＳ１、Ｓ
２の周囲が密閉される。そして、減圧ポンプが作動することにより、真空チャンバ２１内
の減圧（排気）が開始する。
【００５３】
　真空引き完了後は、押圧装置２２が下降することにより、ワークＳ１に対して、ワーク
Ｓ２が押し付けられる（図２（Ｂ））。このとき、シール部の表面は、上記のようにクッ
ション性、粘着性が維持されている。このため、貼り合わせ時の歪み等は吸収される。ま
た、接着剤ＲにおけるワークＳ１との界面は、上記のように硬化が進んでいる。このため
、厚みを維持するスペーサの役目を果たして、潰れによる広がりを抑制できる。これによ
り、貼り合わせ厚の均一性を実現できる。
【００５４】
　その後、排気路の開放等により真空破壊が行われ、真空チャンバ２１が上昇することに
より、貼り合わされたワークＳ１、Ｓ２は大気開放される。さらに、搬送装置３０が、ワ
ークＳ１、Ｓ２を貼合部２から次工程へと搬出する。たとえば、搬送装置３０は、ワーク
Ｓ１、Ｓ２を、電磁波の照射により接着剤Ｒを本硬化させる本硬化部へと移動させる。
【００５５】
［Ｃ．効果］
　以上のような本実施形態によれば、次のような効果が得られる。接着剤ＲとワークＳ１
との界面にＵＶ光が集中して照射され、当該界面に硬化部Ｈが形成される。このため、単
純に接着剤Ｒの表面からＵＶ光を照射した場合に比べて、ワークＳ１と接着剤Ｒとの接着
が強固となり、レベリングが抑制される。このような抑制効果は、照射幅や照射角にかか
わらず、程度の差が生じる可能性はあるが、得ることができる。
【００５６】
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　このため、接着剤Ｒの量を多くして、高い充填空間を確保しつつ、細い線幅を維持でき
る。一方、接着剤Ｒの表面側は、仮硬化状態となるので、粘着性が維持され、接着力を確
保できる。このように、接着剤Ｒの種類、物性等に左右されにくく、高詳細、高アスペク
ト比のシール塗布を行うことができる。
【００５７】
［Ｄ．他の実施形態］
　本発明は、上記のような実施形態に限定されるものではない。たとえば、図７～図１０
に示すように、ワークＳ１、Ｓ２間に、一定の間隔を得るために、スペーサ材Ｐを用いる
ことも可能である。このスペーサ材Ｐは、所望の間隔を維持できるものであれば、どのよ
うな形状、材質であってもよい。
【００５８】
　たとえば、スペーサ材Ｐとして、図７～図９に示すような線状、糸状（ファイバー）の
もの、図１０に示すような粒状のものとすることが考えられる。その材質は、たとえば、
ガラス、カーボン、金属、樹脂等とすることが考えられる。スペーサ材Ｐの断面形状は、
たとえば、丸形、方形、半円形等が考えられる。ワークＳ１との接触面は、平面となって
いることが、より好ましい。また、材料自体により、若しくはチューブ状、中空状とする
ことにより、クッション性、柔軟性、弾力性を持たせてもよい。これにより、貼り合わせ
時の間隔調整や、許容加重の増大が可能となる。
【００５９】
　図７は、所望の間隔とほぼ同じ太さを持つ糸状のスペーサ材Ｐを供給する供給部１２を
設けた態様である。この態様では、ワークＳ１に対して、供給部１０から接着剤Ｒを供給
するとともに供給部１２からスペーサ材Ｐを供給しながら、照射部１１からのＵＶ光によ
り界面の硬化を行う。
【００６０】
　図８は、ローラ等の押さえ部１３を設けた態様である。押さえ部１３は、図示しない駆
動機構によって、昇降可能に且つ供給部１０に追従して移動可能に設けられている。この
態様では、供給部１０は、図７と同様のスペーサ材ＰのワークＳ１との接触面側のみに接
着剤Ｒを供給する。そして、押さえ部１３によってスペーサ材ＰをワークＳ１側に押し付
けながら、照射部１１からのＵＶ光により界面の硬化を行う。
【００６１】
　図９は、図７と同様のスペーサ材Ｐの切断部１４を設けた態様である。切断部１４は、
たとえば、図示しない駆動機構によって、接着剤Ｒの塗布端において、スペーサ材Ｐを切
断するカッタを有している。
【００６２】
　図１０は、スペーサ材Ｐを粒状として、接着剤Ｒに混入した態様である。この態様では
、供給部１０から接着剤Ｒを供給するとともに、スペーサ材Ｐが供給される。これにより
、特別にスペーサ材Ｐを供給する装置を設けることなく、間隔の確保が可能となる。
【００６３】
　さらに、照射部１１を、ワークＳ１を挟んで供給部１０と反対側に設けるのではなく、
図１１に示すように、供給部１０と同じ側に設けることも可能である。この場合も、照射
部１１は、単純に接着剤Ｒの上方からＵＶ光を照射するのではない。照射部１１は、光学
部材によって、接着剤ＲにおけるワークＳ１との界面に、ＵＶ光を集光させる。
【００６４】
　これにより、接着剤Ｒの界面における硬化を促進させ、上記と同様の効果を得ることが
できる。図１１では、供給部１０とともに移動する照射部１１によって、供給部１０の進
行方向から、接着剤Ｒの界面に向けてエネルギーを集中させるように電磁波を照射してい
る。照射部１１は、供給部１０の進行方向に先行して移動する態様（図１１）でも、供給
部１０の進行方向に後方から追従する態様でも、供給部１０の進行方向の横から追従する
態様でもよい。この場合、供給部１０と照射部１１を一体のユニットとしたり、駆動機構
を共通化したりすることにより、装置構成を簡略化することができる。また、ワークＳ１
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や載置部３１が電磁波を透過しない材質のものであってもよい。
【００６５】
　なお、この場合も、照射部１１自体の移動は限定的にして、照射角度を変更させる駆動
機構若しくは光学部材を設けることも可能である。これにより、照射部１１からの照射強
度及び照射幅等を調整しながら、照射方向を変えることにより、接着剤Ｒの界面に追従さ
せることができる。
【００６６】
　また、供給部及び照射部の数は、装置の構造及び規模、所望のタクト、コスト等に応じ
て、最適な数を選択して設計すればよい。また、走査方法等は、自由である。たとえば、
複数の供給部及び照射部を用意し、異なる直線部分等について、同時並行的に塗布と照射
を行うことにより、タクトタイムを短縮することができる。
【００６７】
　さらに、シール部内若しくはその近傍に供給する充填材料は、機能材料には限定されな
い。単に、接着剤を充填して、全面貼り合わせによる接着層の形成に用いてもよい。この
場合も、表示装置の画面を避けて、狭い幅でありながら厚みが得られるシール部を形成で
きるので、画面内における境界の残留を防止して、接着層の厚みを確保できる。充填材供
給部の走査方向は、上下、前後左右、回転等、自由に設計可能である。この場合も、多連
のディスペンサを用いて効率良く充填させてもよい。その他、ローラによって塗布する装
置、スキージによって塗布する装置、スピン塗布する装置等、種々の装置が適用可能であ
る。
【００６８】
　また、使用する接着剤の種類は、紫外線硬化樹脂には限定されない。他の電磁波により
硬化する樹脂も適用可能である。赤外線等の熱により硬化する熱硬化型樹脂等も利用可能
である。
【００６９】
　シール部を構成する線は、その形状を問わない。方形、円形、楕円形、その他の多角形
、曲線円形であってもよい。本発明を、特定領域の一部分のシールに使用してもよい。こ
のため、接着剤を塗布する線は、必ずしも閉じた領域を構成していなくてもよい。直線状
、屈曲線状、曲線状であってもよい。
【００７０】
　また、シール部を形成する箇所は、領域の外周を規定する線には限らない。たとえば、
円形のディスクの内周円上のように、領域の内周を規定する線であってもよい。
【００７１】
　また、貼合部、搬送部についても、現在又は将来において利用可能なあらゆる方法、装
置が適用可能である。たとえば、貼合部について、ワークを保持する構造も、たとえば、
メカチャック、静電チャック、真空チャック等、どのような構造であってもよい。真空貼
り合わせを行う空間も、下側の部材が昇降して密閉、開放を行う構造でも、ワークの通路
のみが開閉する構造でもよい。さらに、必ずしも真空貼合装置でなくてもよく、大気中で
貼り合わせを行う装置でもよい。
【００７２】
　搬送装置も、たとえば、ターンテーブル、コンベア、送り機構等、どのような構造であ
ってもよい。載置部は、たとえば、サセプタ等が考えられるが、ワークを支持できる支持
体として機能するものであれば、どのような材質、形状であってもよい。水平方向に支持
するものには限らない。ワークの搬送方法も、載置部に載置される場合には限定されない
。移動する台上に直接載置されていてもよい。
【００７３】
　さらに、上記の作業の一部を手動により行う方法も考えられる。たとえば、シール部近
傍への充填材の供給等を、塗布、滴下等のための用具を用いて、作業者が行うこともでき
る。ワークの移動についても、作業者が手作業で行ってもよい。ワークの移動については
、作業者が手作業で行ってもよい。
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【００７４】
　また、貼り合せ対象となるワークは、液晶モジュールの基板等が、典型例である。しか
し、本発明の適用対象となる一対のワークは、一対の貼着対象となり得るものであれば、
その大きさ、形状、材質等は問わない。たとえば、表示装置を構成する各種の部材、半導
体ウェーハ、光ディスク等にも適用可能である。ワークの一方に接着剤を供給する場合の
みならず、双方に供給する場合にも適用可能である。
【符号の説明】
【００７５】
　１…接着剤供給部
　２…貼合部
　３…搬送部
１０、１２…供給部
１０ａ、１１ａ…走査装置
１０ｂ…カバー部材
１１…照射部
１１ｂ…集光レンズ
１３…押さえ部
１４…切断部
２０…貼合装置
２１…真空チャンバ
２２…押圧装置
３０…搬送装置
３１…載置部

【図１】

【図２】

【図３】
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